
改訂理由

単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 編 章 節 条 枝番

１ ３ ７ ４ 組立て １ ３ ７ ４ 組立て

3 2 3 ６ 3 2 3 ６
誤字訂正

３ ２ ３ 24 ２ ３ ２ ３ 24 ２

３ ２ ６ 11 １ ３ ２ ６ 11 １
測定項目の
追加

３ ２ ６ 11 ４ ３ ２ ６ 11 ４
測定基準の
訂正

測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要

現行【R5.4】 改訂【R5.10】

平均間隔ｄ ±φ  

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径

工事の規模に応じて、１リフト、１ロット当たり
に対して各面で一箇所以上測定する。最小
かぶりは、コンクリート標準示方書（設計編  ：
標準7編2章2.1）参照｡ただし、道路橋示方
書の適用を受ける橋については、道路橋示
方書（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編
5.2）による。

注1）重要構造物 かつ主鉄筋について適用
する。

注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ橋含む）の
鉄筋については、第３編3-2-18-2床版工を
適用する。

注3）新設のコンクリート構造物（橋梁上・下
部工および重要構造物である内空断面積25
㎡以上のボックスカルバート（工場製作のプ
レキャスト製品は全ての工種において対象
外））の鉄筋の配筋状況及びかぶりについて
は、「非破壊試験によるコンクリート構造物中
の配筋状態及びかぶり測定要領」も併せて
適用する。

（平均間隔）1面
当たり10本程
度の間隔を測
定する。
測定箇所はｽﾊﾟ
ﾝ毎同じ位置と
ならないように
測定する。

（かぶり）
1当たり4箇所
程度。同一鉄
筋上での測定
は行わない。

無
筋
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

鉄
筋
工

かぶり  ｔ
設計かぶり±φかつ

最小かぶり
以上

工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値

平均間隔ｄ ±φ

無
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鉄
筋
工

共
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編

（平均間隔）1面
当たり10本程
度の間隔を測
定する。
測定箇所はｽﾊﾟ
ﾝ毎同じ位置と
ならないように
測定する。

（かぶり）
1当たり4箇所
程度。同一鉄
筋上での測定
は行わない。

かぶり  ｔ
±φかつ

最小かぶり
以上

工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値 測　　　定　　　基　　　準

 

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径

工事の規模に応じて、１リフト、１ロット当たり
に対して各面で一箇所以上測定する。最小
かぶりは、コンクリート標準示方書（設計編  ：
標準7編2章2.1）参照｡ただし、道路橋示方
書の適用を受ける橋については、道路橋示
方書（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編
5.2）による。

注1）重要構造物 かつ主鉄筋について適用
する。

注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ橋含む）の
鉄筋については、第３編3-2-18-2床版工を
適用する。

注3）新設のコンクリート構造物（橋梁上・下
部工および重要構造物である内空断面積25
㎡以上のボックスカルバート（工場製作のプ
レキャスト製品は全ての工種において対象
外））の鉄筋の配筋状況及びかぶりについて
は、「非破壊試験によるコンクリート構造物中
の配筋状態及びかぶり測定要領」も併せて
適用する。

測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要
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歯咬み合い部の横方
向

間 隔 W2

±5

仕 上 げ 高 さ
舗装面に対し

0～-2

高さについては車道端部、中央部において
橋軸方向各３点計９点。

表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方向）に
3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下

歯咬み合い部は車道端部、中央部の計３点
表 面 の 凹 凸 3

歯型板面の歯咬み合
い 部 の 高 低 差

2

歯咬み合い部の縦方
向 間 隔 W1

±2

高
さ

据付け高さ ±3

橋軸方向各点
誤差の相対差

3

測定箇所の文
字の訂正
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（鋼製フィンガージョイント）
橋軸方向各点
誤差の相対差

表 面 の 凹 凸

歯型板面の歯咬み合
い 部 の 高 低 差

歯咬み合い部の縦方
向 間 隔 W1

伸縮装置工
高
さ

据付け高さ ±3
高さについては車道端部、中央部において
橋軸方向各３点計９点。

表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方向）に
3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下

歯咬み合い部は車道端部、中央部の計３点

3

3

2

±2

測定箇所の
追加

幅は、延長40ｍ 毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコア－を採取して
測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法を用い
ることができる。
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舗装工

（加熱アスファルト安定処
理工）

厚　　　さ　 -15 -20
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グースアスファルト
舗装工

厚　　　さ　 -15 -20 -5 -7
幅は、延長40ｍ 毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコア－を採取して
測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法を用い
ることができる。
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工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面積
が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満 とす
る。
厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割
合で規格値を満足しなければならないととも
に、10個の測定値の平均値（Ｘ10）について満
足しなければならない。ただし、厚さのデータ
数が10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。
コア－採取について
橋面舗装等でコア－採取により床版等に損傷を
与える恐れのある場合は、他の方法によることが
出来る。

歯咬み合い部の横方
向

間 隔 W2

±5

仕 上 げ 高 さ
舗装面に対し

0～-2

幅 -50 -50 - -

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面
積が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満
とする。
厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）につ
いて満足しなければならない。ただし、厚さ
のデータ数が10個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。
コア－採取について
橋面舗装等でコア－採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法によ
ることが出来る。
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グースアスファルト
舗装工

（基層工）

(面管理の場合）

厚さあるいは
標高較差
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１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。
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１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。
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(面管理の場合）

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面積
が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満 とす
る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面
積が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満
とする。

グースアスファルト
舗装工

厚さあるいは
標高較差
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改訂理由

単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 編 章 節 条 枝番 測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要

現行【R5.4】 改訂【R5.10】

工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値 測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要

３ ２ ６ 11 ６ ３ ２ ６ 11 ６
測定基準の
訂正

３ ２ ６ 12 ８ コンクリート舗装工 コンクリート舗装工
測定基準の
訂正

（アスファルト中間層） （アスファルト中間層）

(面管理の場合） (面管理の場合）

３ ２ ６ 12 10 コンクリート舗装工 ３ ２ ６ 12 10 コンクリート舗装工
測定基準の
訂正

（コンクリート舗装版工） （コンクリート舗装版工）

(面管理の場合） (面管理の場合）

３ ２ ６ 12 10 コンクリート舗装工 ３ ２ ６ 12 10 コンクリート舗装工
測定基準の
訂正

(面管理の場合） (面管理の場合）

３ ２ ６ 12 20 コンクリート舗装工 ３ ２ ６ 12 20 コンクリート舗装工
測定基準の
訂正

(面管理の場合） (面管理の場合）
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工

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

(面管理の場合）

厚さあるいは
標高較差

-17 -20

一
般
舗
装
工

（基層工）

平坦性 -

３mプロフィル
メ－タ－
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

(面管理の場合）

-2 -3

平坦性 -

３mプロフィル
メ－タ－
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面
積が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満
とする。
延長が100ｍ未満の舗装、または維持工事
においては、平坦性の項目を省略することが
出来る。

グースアスファルト
舗装工

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面積
が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満 とす
る。
延長が100ｍ未満の舗装、または維持工事に
おいては、平坦性の項目を省略することが出来
る。
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厚さあるいは
標高較差
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１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面
積が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満
とする。

厚さあるいは
標高較差
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１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面積
が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満 とす
る。

厚さあるいは
標高較差
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１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

±2

厚さあるいは
標高較差

-22 -3.5

平坦性 -

コンクリートの硬
化後３mプロフィ
ル
メ－タ－により
機械敷設の場合
(σ)2.4mm以下

目地段差 ±2

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面積
が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満 とす
る。
延長が100ｍ未満の舗装、または維持工事に
おいては、平坦性の項目を省略することが出来
る。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

厚さあるいは
標高較差

-22 -3.5

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

平坦性 -

コンクリートの硬
化後３mプロフィ
ル
メ－タ－により
機械敷設の場合
(σ)2.4mm以下

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

（転圧コンクリート版工）
アスファルト中間層

厚さあるいは
標高較差

-20 -27 -3
１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面
積が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満
とする。
延長が100ｍ未満の舗装、または維持工事
においては、平坦性の項目を省略することが
出来る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面積
が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満 とす
る。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

（転圧コンクリート版工）

厚さあるいは
標高較差

-32 -4.5

平坦性 -

転圧コンクリート
の硬化後、３mプ
ロフィルメ－タ－
により(σ)2.4mm
以下

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面積
が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満 とす
る。
延長が100ｍ未満の舗装、または維持工事に
おいては、平坦性の項目を省略することが出来
る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面
積が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満
とする。

厚さあるいは
標高較差

-20 -27 -3

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

（転圧コンクリート版工）
アスファルト中間層

土
木
工
事
共
通
編

隣接する各目地に対して、道路中心線及び
端部で測定。

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

隣接する各目地に対して、道路中心線及び
端部で測定。

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、1層当たりの施工面
積が1,000㎡ 以上とする。
小規模工事とは、施工面積が1,000㎡未満
とする。
延長が100ｍ未満の舗装、または維持工事
においては、平坦性の項目を省略することが
出来る。

隣接する各目地に対して、道路中心線及び
端部で測定。

厚さあるいは
標高較差

-32 -4.5

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

（転圧コンクリート版工）

平坦性 -

転圧コンクリート
の硬化後、３mプ
ロフィルメ－タ－
により(σ)2.4mm
以下

目 地 段 差 ±2

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

目地段差

隣接する各目地に対して、道路中心線及び
端部で測定。

目 地 段 差 ±2



改訂理由

単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 編 章 節 条 枝番 測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要

現行【R5.4】 改訂【R5.10】

工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値 測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要

３ ２ ６ 17 ２ オーバーレイ工 ３ ２ ６ 17 ２ オーバーレイ工
測定基準の
訂正

（面管理の場合） （面管理の場合）

４ ３ 15 ２ ４ ３ 15 ２ 規格値の
追加

４ ４

８ １ ９ ５ １ ８ １ ９ ５ １
脱字訂正

10 ６ ４ ３ 吹付工 10 ６ ４ ３ 吹付工
脱字訂正

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

（
N
A
T
M

）

プ
レ
ビ
ー

ム
桁
橋
工

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

（
N
A
T
M

）

プ
レ
ビ
ー

ム
桁
橋
工

±50

長さ　 1, 2

幅 ｗ1，ｗ2

下流側倒れ △

袖
部

袖高 ▽ ±50

幅  ｗ2

下流側倒れ △ ±0.02H2

港
湾
編

一
般
施
工

港
湾
編

一
般
施
工

±50 １．図面の表示箇所で測定する。
２．ダブルウォール構造の場合は、堤高、
幅、袖高は＋の規格値は適用しない。（仮組立による検査を

実施する場合）
±100

±50

±0.02H1

桁製作工

砂
防
編

砂
防
堰
堤

桁製作工

（仮組立による検査を
実施する場合）

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合）

鋼
製
堰
堤

幅  ｗ2

異形ブロック
据付面の高さ（乱積） 　± 500

天端幅

吹 付 け 厚 さ 設計吹付け厚以上。
ただし、良好な岩盤で
施工端部、突出部等の
特殊な箇所は設計吹
付け厚の1/3以上を確
保するものとする。

施工延長40ｍ毎に図に示す。
(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測定。
注）良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準
（構造編）にいう地盤等級Ａ又はＢに該当す
る地盤とする。

吹 付 け 厚 さ 設計吹付け厚以上。
ただし、良好な岩盤で
施工端部、突出部等の
特殊な箇所は設計吹
付け厚の1/3以上を確
保するものとする。

施工延長40ｍ毎に図に示す。
(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測定。
注）良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準
（構造編・同解説）にいう地盤等級Ａ又はＢに
該当する地盤とする。

砂
防
堰
堤

鋼
製
堰
堤

長さ　 1, 2

幅 ｗ1，ｗ2

下流側倒れ △

±0.02H2

水
通
し
部

堰高 ▽

砂
防
編±50

±50

±50

±100

±0.02H1

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合）

水
通
し
部

堰高 ▽

±50

下流側倒れ △

１．図面の表示箇所で測定する。
２．ダブルウォール構造の場合は、堤高、
幅、袖高は＋の規格値は適用しない。

袖
部

袖高 ▽

被覆及び根固め
（被覆石工）

　＋ 規定しない
　－ 200

延長 設計図書の測点ごとに測定する。

天端幅 　＋ 規定しない
　－ 200

被
覆
・
根
固
工

法部均し 　（斜面に直角）
　±  500

被覆及び根固め
（被覆ブロック工）

異形ブロック
据付面の高さ（層積）

　（斜面に直角）
　± 300

測定表を作成し
提出

被覆及び根固め
（被覆石工）

延長 　＋ 規定しない
　－ 200

異形ブロック
据付面の高さ（乱積） 　± 500

　＋ 規定しない
　－ 200

設計図書の測点ごとに測定する。

被
覆
・
根
固
工

天端均し

天端幅 　＋ 規定しない
　－ 200

法部均し 　（斜面に直角）
　±  500

被覆及び根固め
（被覆ブロック工）

異形ブロック
据付面の高さ（層積）

　（斜面に直角）
　± 300

天端幅 　＋ 規定しない
　－ 200

天端均し 　± 500
　岸壁前面
　＋ ０
　－ 200

　± 500
  異形ブロック
　擦付面（整積）
　± 300
　岸壁前面
　＋ ０
　－ 200

測定表を作成し
提出

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

厚さあるい
は標高較差

-20 -3

平　　坦　　性 -

３mプロフィル
メ－タ－
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

１．３次元データによる出来形管理において
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」に基づき出来形管理を実施する場
合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／
m2（平面投影面積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平
均値＋設計厚さから求まる高さとの差とす
る。

厚さあるい
は標高較差

-20 -3

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

平　　坦　　性 -

３mプロフィル
メ－タ－
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

2



改訂理由

単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 編 章 節 条 枝番 測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要

現行【R5.4】 改訂【R5.10】

工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値 測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所 摘　　要

12 ２ 10 ２ 　 仮設道路工 12 ２ 10 ２ 1 仮設道路工

（開設、補修工） （開設、補修工）

各種構造物の測定基準による。 各種構造物の測定基準による。

２

面管理の
追加

３

面管理の
追加

12 ２ ３ 横断形 12 ２ ３ 横断形

面管理の
追加

面管理の
追加

13 5 15 ２ 13 5 15 ２
規格値の
追加

４ ４

天端幅 　＋ 規定しない
　－ 200

天端幅 　＋ 規定しない
　－ 200

（
漁

)
第
１
編
共
通
編

一
般
施
工

被覆及び根固め
（被覆ブロック工）

異形ブロック
据付面の高さ（層積）

　（斜面に直角）
　± 300

被覆及び根固め
（被覆ブロック工）

異形ブロック
据付面の高さ（層積）

　（斜面に直角）
　± 300

異形ブロック
据付面の高さ（乱積） 　± 500

異形ブロック
据付面の高さ（乱積） 　± 500

法部均し 　（斜面に直角）
　±  500

法部均し 　（斜面に直角）
　±  500

測定表を作成し
提出

（
漁

)

第
１
編
共
通
編

一
般
施
工

被
覆
・
根
固
工

天端均し 　± 500
　岸壁前面
　＋ ０
　－ 200

被
覆
・
根
固
工

天端均し 　± 500
  異形ブロック
　擦付面（整積）
　± 300
　岸壁前面
　＋ ０
　－ 200

天端幅 　＋ 規定しない
　－ 200

天端幅 　＋ 規定しない
　－ 200

被覆及び根固め
（被覆石工）

延長 　＋ 規定しない
　－ 200

設計図書の測点ごとに測定する。 測定表を作成し
提出

被覆及び根固め
（被覆石工）

延長 　＋ 規定しない
　－ 200

設計図書の測点ごとに測定する。

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。
（任意仮設は除く）

路
面
工

幅　W -100

厚　t -10

その他構造物等 各規格値による

基　準　高　▽

法
長
 

（切土） -400

（盛土） -200

基　準　高　▽ ±100

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。
基準高及び延長については中心線。
（任意仮設は除く）

森
林
土
木
編

仮
設
工

幅ｗ（ ｗ1,ｗ2） -100

延長（測点間） -200

森
林
土
木
編

仮
設
工

幅ｗ（ ｗ1,ｗ2） -100

延長（測点間） -200

法
長
 

（切土） -400

（盛土） -200

森
林
土
木
編

林
道
工
事

道
路
土
工

幅ｗ（ ｗ1,ｗ2） -100

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。

延長（測点間）L -200

路
面
工

幅　W -100

厚　t -10

その他構造物等 各規格値による

仮設道路工
掘削工
（面管理の場合）

１共通編－２土工－３河川土工・海岸土工・砂防土工－２－２掘削工（面管理の場合）　　による

森
林
土
木
編

林
道
工
事

道
路
土
工

基準高 ▽ ±50

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。
道路中心線及び幅員の端部で測定。

幅ｗ（ ｗ1,ｗ2） -100

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。

延長（測点間）L -200

法長SL

 <5ｍ(切土） -200
施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。

 ≧5ｍ(切土） 設計法長の-4%

 <5ｍ(盛土） -100

 ≧5ｍ(盛土） 設計法長の-2%

横断形
掘削工（面管理の場合）

１共通編－２土工－３河川土工・海岸土工・砂防土工－２－２掘削工（面管理の場合）　　による

横断形
盛土工（面管理の場合）

１共通編－２土工－３河川土工・海岸土工・砂防土工－３－２盛土工（面管理の場合）　　による

法長SL

 <5ｍ(切土） -200
施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。

 ≧5ｍ(切土） 設計法長の-4%

 <5ｍ(盛土） -100

 ≧5ｍ(盛土） 設計法長の-2%

仮設道路工
盛土工
（面管理の場合）

１共通編－２土工－３河川土工・海岸土工・砂防土工－３－２盛土工（面管理の場合）　　による

基準高 ▽ ±50

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。
道路中心線及び幅員の端部で測定。

±100

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。
基準高及び延長については中心線。
（任意仮設は除く）

施工延長40mにつき1箇所の割合で測定す
る。延長40ｍ以下のものは２箇所測定する。
（任意仮設は除く）

基準高はセン 基準高はセン

基準高はセン

ター

基準高はセン

ター



写　真　管　理 写　真　管　理

デジタルカメラを使用した場合は写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし『デジタル工事写真の小黒板情報電子化につい
て』（令和2年3月17日付け建政第1896号または令和2年6月26日付け技管第355号）に基づく小黒板情
報の電子的記入は、これに当たらない。

（６）工事写真の編集等 （６）工事写真の編集等

３．写真管理　新旧対照表

現行（R５.４） 改訂（R５.10）


